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畜産経営体質強化支援資金融通事業

【１，９９８百万円】

対策のポイント

意欲ある畜産農家の経営改善を支援するため、既往負債の償還負担を軽減

する長期・低利（貸付当初５年間は無利子）の一括借換資金を措置します。

＜背景／課題＞

・「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、畜産クラスター計画の策定が進んでいく中

で、同計画に基づき地域全体の支援を得て新しい経営展開を図っていく意欲ある畜産

経営が多く出てくることが想定されます。

・そのような場合に、既往負債の償還負担を軽減し、新たな償還計画を策定しようとす

る経営体に対して、資金融通の円滑化のための支援が必要となります。

政策目標

○生乳の生産量（745万ｔ（平成25年度）→750万ｔ(平成37年度））

○牛肉の生産量（ 51万ｔ（平成25年度）→ 52万ｔ(平成37年度））

○豚肉の生産量（131万ｔ（平成25年度）→131万ｔ(平成37年度））

＜主な内容＞

畜産クラスター計画に位置づけられた中心的な経営体又は認定農業者のうち、酪農、

肉用牛又は養豚経営を営む者を対象に、既往負債の一括借換を行う新たな長期・低利（貸

付当初５年間は無利子）資金を措置します。

また、資金の円滑な融通が行われるよう都道府県農業信用基金協会に対して支援を行

います。

補助率：基金管理団体へは定額（支援対象者へは定額）

基金管理団体：民間団体

［お問い合わせ先：生産局畜産企画課 （０３－３５０１－１０８３）］

［平成27年度補正予算の概要］

33



畜産経営体質強化支援資金融通事業

○ 貸付対象者
畜産クラスター計画における中心的な経営体又は認定農業者のうち、酪農、肉用牛又は養豚

経営を営む者

○ 貸付条件
・ 償還期限 ： 酪農及び肉用牛25年以内（うち据置期間５年以内）

養豚15年以内（うち据置期間５年以内）
・ 貸付利率 ： 0.7％以内（貸付当初５年間は無利子）
・ 利子補給率： 1.01％

○ 融資機関
農協、農協連、農林中央金庫、銀行等

○ 融資枠 70億円

既往負債の償還額

利子補給、債務保証への
支援を実施

・・・・・

○年目 △年目 □年目 ◇年目 ▲年目

長期・低利な資金に一括借換

償還負担が経営改善の取組の支障に ・・・・・

○年目 △年目 □年目 ◇年目 ▲年目 ■年目 ◆年目

償還額の圧縮により償還負担を軽減し、経営改善の取組を促進

・・・・・・・

※貸付利率及び利子補給率はH27.11.20現在

意欲ある畜産農家の経営改善を支援するため、既往負債の償還負担を軽減する長期・低利（当初５年間
は無利子）の一括借換資金を融通。
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高品質な我が国農林水産物の輸出促進緊急対策
【１３，１１０百万円】

対策のポイント
高品質な我が国農林水産物の一層の輸出拡大のため、品目ごとの輸出拡大

のための各種取組等を支援します。

＜背景／課題＞
「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、コメ、牛肉、青果物、茶、林産物、水産物

等、我が国の農林水産物・食品の輸出拡大の重点品目の全てで相手国の関税が撤廃され
ることを踏まえ、品目ごとにオールジャパンで輸出に取り組む輸出団体も活用し、輸出
拡大の取組を行う必要があります。

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大

（6,117億円（平成26年）→１兆円（平成32年の前倒しを目指す））

＜主な内容＞
１．輸出促進に向けた緊急対策 ８，８００百万円
（１）農畜産物輸出促進緊急対策事業 ２，９００百万円

① コメ・コメ加工品輸出特別支援事業 １，２０５百万円
共同での精米・くん蒸や包装米飯形態での輸出などの新たなビジネスモデルの

構築に向けた取組の実証、海外でのプロモーション活動の強化、米国向け包装米
飯輸出促進、米輸出拡大のための実践的調査等に対して支援します。

委託費、補助率：定額、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体

② 畜産物輸出特別支援事業 ９６５百万円
国内や輸出先国での輸出に係る諸課題を解決するため、モモ肉・バラ肉等の多

様な部位の輸出に向けた実践的調査、ＬＬ牛乳の共同輸送を始めとする牛乳乳製
品の冷凍・輸送技術の実証、海外でのプロモーション活動の強化等を支援します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

③ 青果物輸出特別支援事業 ４９５百万円
青果物の輸出を拡大するため、輸出先国の植物検疫条件を満たすのに必要な殺

菌処理機材の整備や、輸出先国の残留農薬基準に合致した品目別農薬使用マニュ
アル（防除暦等）の作成等により国内生産・出荷体制の構築を支援するとともに、
低温貯蔵・輸送技術の実証等により輸出先国におけるコールドチェーンの確立等
を支援します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

④ 茶輸出特別支援事業 ２３５百万円
緑茶の輸出を拡大するため、茶葉の乾燥を短時間で効率的に行うための新たな

抹茶加工技術の実証や、緑茶生産において使用される主要な農薬について、輸出
相手国に対し日本と同等の基準を新たに設定申請する取組を支援します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：農業者の組織する団体、民間団体等

［平成27年度補正予算の概要］

35



（２）木材製品輸出特別支援事業 １００百万円
日本の加工技術を活かした輸出向けの新たな木材製品仕様の作成、製品の試作

・改良等、日本産木材製品のブランド化に取り組むとともに、木材製品の展示・
ＰＲや市場情報の収集・提供等、輸出先国における販売促進活動を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体

（３）水産物輸出拡大緊急対策事業 ５，５００百万円
① 水産物輸出促進緊急基盤整備事業＜公共＞

大規模流通･輸出拠点漁港（特定第３種漁港等）を核とした地域において、一貫
した衛生管理の下、集荷･保管･分荷･出荷等に必要な共同利用施設等を一体的に整
備します。

国費率：１／２等
事業実施主体：国、地方公共団体、水産業協同組合

② 水産物輸出促進緊急推進事業
水産加工施設のＨＡＣＣＰ基準を満たすための改修整備や機器整備への支援、

海外でのプロモーション活動等を実施します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

（４）日本食魅力発信輸出促進緊急対策事業 ３００百万円
海外メディアを活用して幅広い層に日本食や日本産農林水産物・食品について

の正しい知識の取得、理解の増進等を促すとともに、料理講習会等の品目横断的
なプロモーションを行い、品目別の取組と連動して、日本産農林水産物・食品の
購買行動へとつなげる取組を実施します。

委託費
委託先：民間団体

２．農畜産物輸出拡大施設整備事業 ４，３００百万円
農畜産物の輸出の拡大に資する生産から流通までの共同利用施設や卸売市場施設

の整備を支援します。
交付率：都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体等

３．日本発食品安全管理規格策定推進緊急調査事業 １０百万円
国際的な取引に通用する日本発の食品安全管理規格・認証スキーム等の策定を推

進するため、規格・認証スキーム等の具体的ニーズの調査、普及、活用のための調
査等を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１の（１）①の事業 政策統括官付農産企画課（０３－６７３８－８９６４）
１の（１）②の事業 生産局食肉鶏卵課 （０３－３５０２－５９８９）
１の（１）③の事業 生産局園芸作物課 （０３－３５０２－５９５８）
１の（１）④の事業 生産局地域対策官 （０３－６７４４－２１１７）
１の（２）の事業 林野庁木材利用課 （０３－６７４４－２２９９）
１の（３）①の事業 水産庁計画課 （０３－３５０２－８４９１）
１の（３）②の事業 水産庁加工流通課 （０３－３５０２－８４２７）
１の（４）の事業 食料産業局食文化・市場開拓課

（０３－６７４４－０４８１）
２の事業(共同利用施設) 生産局総務課生産推進室

（０３－３５０２－５９４５）
(卸売市場施設) 食料産業局食品流通課

（０３－６７４４－２０５９）
３の事業 食料産業局食品製造課 （０３－６７３８－６１６６）

［平成27年度補正予算の概要］
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